
別
紙
　
制
度
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

制
度
の
整
備
状
況

制
度
の
利
用
状
況

【
制
度
】
確
認
の
ポ
イ
ン
ト

【
実
績
】
確
認
の
ポ
イ
ン
ト

（
中
小
企
業
）
法
定
通
り
に
育
児
休
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
子
が
１
歳
以
上
で
も
育
児
休
業
を
取
得
可
能
、
又

は
、
保
育
所
等
に
落
選
し
た
場
合
に
、
２
歳
を
超
え
て
も
育
児

休
業
を
取
得
可
能

（
大
企
業
）
子
が
１
歳
以
上
の
育
児
休
業
に
つ
い
て
理
由
を
限

定
し
て
い
な
い
も
の
、
又
は
子
が
２
歳
を
超
え
て
取
得
で
き
る
育

休
に
つ
い
て
は
、
「
保
育
所
等
に
落
選
し
た
場
合
」
等
の
理
由

付
き
で
も
可

（
中
小
企
業
）
育
児
休
業
を
取
得
し
た
従
業
員
が
い
る

（
大
企
業
）
理
由
を
限
定
せ
ず
子
が
１
歳
以
上
で
育
児
休
業

を
取
得
、
又

は
子
が
２
歳
を
超
え
て
育
児
休
業
を
取
得
し
て

い
る
従
業
員
が
い
る

休
業
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

男
性
従
業
員
が

1
5
日
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
し
て
い
る

男
性
で
1
5
日
以
上
の
育
児
休
業
取
得
者
が
い
る
（
連
続
取
得

で
な
く
て
も
可
）

休
業
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

（
中
小
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
法
定
通
り
に
対
象
と
な

る
子
が
１
人
の
場
合
は
５
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合
は

1
0

日
以
上
）
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
子
が
１
人
の

場
合
は
６
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合
は

1
1
日
以
上
）
と
定
め

ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）

・
１
人
の
場
合
に
６
日
以
上
、
か
つ
、
２
人
以
上
の
場
合
に
1
1
日

以
上
が
条
件
（
片
方
だ
け
日
数
が
増
え
て
い
て
も
不
可
）

・
１
人
の
場
合
に
６
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合

1
1
日
以
上
）
の

場
合
、
法
定
日
数
を
超
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
中
抜
け

不
可
で
も
よ
い

（
中
小
企
業
・
大
企
業
）
看
護
休
暇
取
得
者
が
い
る
（
１
回
以

上
看
護
休
暇
を
取
得
し
て
い
れ
ば
よ
い
）

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

（
中
小
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
法
定
通
り
に
時
間
単
位

で
分
割
し
て
取
得
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
大
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
時
間
単
位
で
分
割
し
て
取

得
が
で
き
、
か
つ
、
中
抜
け
可
能
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

法
定
日
数
分
が
分
割
可
と
し
て
い
れ
ば
よ
い

（
５
日
、

1
0
日
を
超
え
る
部
分
は
問
わ
な
い
）

（
中
小
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
下
記
の
単
位
で
の
看

護
休
暇
取
得
者
が
い
る

(*
)

*
令
和

2
年

1
2
月
末
日
ま
で
の
場
合
：
半
日
単
位

*
令
和

3
年

1
月
以
降
の
場
合
：
時
間
単
位

（
大
企
業
）
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
下
記
の
単
位
で
の
看
護

休
暇
取
得
者
が
い
る

(*
)

*
令
和

2
年

1
2
月
末
日
ま
で
の
場
合
：
時
間
単
位

*
令
和

3
年

1
月
以
降
の
場
合
：
時
間
単
位
（
中
抜
け
）

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿

（
*
）

看
護
休
暇
を
小
学
校
就
学
以
上
の
子
を
持
つ
従
業
員
も
取

得
で
き
る

看
護
休
暇
を
小
学
校
就
学
以
上
の
子
を
持
つ
従
業
員
が
取
得
で
き
る
制
度
が
あ
る

小
学
校
就
学
以
上
で
あ
れ
ば
子
の
年
齢
に
つ
い
て
上
限
を
設

定
し
て
も
可

小
学
校
就
学
以
上
の
子
を
も
つ
従
業
員
が
看
護
休
暇
を
取

得
し
て
い
る

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

看
護
休
暇
が
有
給
で
あ
る

看
護
休
暇
が
有
給
の
制
度
が
あ
る

法
定
日
数
分
の
全
期
間
に
つ
い
て
有
給
で
あ
る

（
５
日
、
１
０
日
を
超
え
る
部
分
は
問
わ
な
い
）

看
護
休
暇
取
得
者
が
い
る

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

賃
金
台
帳

看
護
休
暇
以
外
の
、
育
児
目
的
休
暇
の
制
度
が
あ
る

看
護
休
暇
以
外
の
、
育
児
目
的
休
暇
の
制
度
が
あ
る

育
児
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
を
目
的
と
し
た
休
暇
制
度
（
た
だ

し
、
配
偶
者
出
産
休
暇
を
除
く
）

休
暇
取
得
者
が
い
る

休
暇
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

配
偶
者
が
出
産
し
た
と
き
の
休
暇
制
度
が
あ
る

配
偶
者
が
出
産
し
た
と
き
の
休
暇
制
度
が
あ
る

配
偶
者
が
出
産
し
た
と
き
の
休
暇
制
度
が
あ
る

休
暇
取
得
者
が
い
る

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

（
中
小
企
業
）
法
定
通
り
に
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る

従
業
員
に
、
短
時
間
勤
務
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
３
歳
以
上
の
子
を
持
つ
従
業
員
に
も
短
時
間
勤
務

制
度
が
あ
る

【
法
定
の
制
度
】

・
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
従
業
員
は
、
短
時
間
勤
務
の
申
し
出
が
で
き
る

・
１
日
の
所
定
労
働
時
間
を
原
則
６
時
間
と
し
て
い
る

（
大
企
業
）
３
歳
以
上
の
子
を
養
育
す
る
従
業
員
へ
の
適
用
に

あ
た
っ
て
は
、
勤
続
年
数
等
に
よ
る
条
件
付
け
が
あ
っ
て
も
可

と
す
る

（
中
小
企
業
）
育
児
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

（
大
企
業
）
３
歳
以
上
の
子
を
養
育
す
る
従
業
員
が
制
度
を
利

用
し
て
い
る

申
請
書

又
は

出
勤
簿
（
時
間
表
記
の
あ
る
も
の
）
又
は

勤
務
割
り
振
り
表

育
児
を
す
る
従
業
員
が
利
用
で
き
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

又
は
時
差
出
勤
制
度
が
あ
る

①
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
：
従
業
員
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
委
ね
る
制
度

②
時
差
出
勤
制
度
：
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
を
繰
上
げ
ま
た
は
繰
下
げ
る
制
度

育
児
を
す
る
従
業
員
が
利
用
可
能
な
制
度
で
あ
れ
ば
、
「
育

児
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
よ
い
（
利
用
を
希
望
す
る
者

等
）
。
（
業
務
都
合
や
業
務
効
率
化
等
会
社
都
合
の
み
規
定
さ

れ
育
児
を
す
る
従
業
員
が
利
用
可
能
と
確
認
で
き
な
い
場
合

は
不
可
）

育
児
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

出
勤
簿
（
時
間
表
記
の
あ
る
も
の
）

勤
務
日
の
出
退
勤
時
間
が
わ
か
る
も
の

育
児
を
す
る
従
業
員
が
利
用
で
き
る
テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
が
あ

る
テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
：
在
宅
勤
務
制
度
、
モ
バ
イ
ル
ワ
ー
ク
、
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
等
の
制
度
を
指
し
ま

す
。
各
制
度
の
詳
細
は
募
集
要
項
の
制
度
内
容
参
照

在
宅
、
モ
バ
イ
ル
、
サ
テ
ラ
イ
ト
等
の
い
ず
れ
か
（
育
児
を
す
る

従
業
員
が
使
え
る
も
の
）
が
あ
れ
ば
可

育
児
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

出
勤
簿
（
時
間
表
記
の
あ
る
も
の
）

勤
務
日
の
出
退
勤
時
間
が
わ
か
る
も
の

機
器
類
の
貸
与
等
に
関
す
る
書
類

テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
適
用
の
事
実
が
わ
か
る
も
の

相
談
員
又
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
あ
る

相
談
員
も
し
く
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
あ
る

相
談
員
又
は
相
談
窓
口
の
制
度
が
あ
る
（
就
業
規
則
等
に
規

定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
可
）

相
談
員
も
し
く
は
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
お
り
、
通
知
文
・
イ
ン

ト
ラ
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
従
業
員
へ
周
知
し
て
い
る

相
談
員
も
し
く
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
確
認
で
き

る
も
の
（
周
知
文
書
、
社
内
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
画
面

等
）

育
児
と
の
両
立
に
関
す
る
管
理
職
に
対
す
る
研
修
を
行
っ
て

い
る

育
児
と
の
両
立
に
関
す
る
管
理
職
研
修
を
行
っ
て
い
る

研
修
実
施
計
画
が
あ
る

管
理
職
を
対
象
と
し
て
、
育
児
と
の
両
立
に
関
し
て
理
解
を
深

め
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る

実
施
済
み
の
管
理
職
研
修
の
通
知
文
ま
た
は
研

修
資
料
（
対
象
者
・
開
催
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も

の
）

育
児
と
の
両
立
に
関
す
る
社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

育
児
と
の
両
立
に
関
す
る
社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

※
現
地
調
査
の
時
点
で
引
き
続
き
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
ま
す

周
知
し
た
事
実
を
確
認
で
き
る
も
の
（
周
知
文
書
、

社
内
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
画
面
等
）

※
制
度
の
確
認
は
、
申
請
時
に
施
行
さ
れ
て
い
る
最
新
の
就
業
規
則
・
育
児
介
護
規
程
等
で
行
い
ま
す
。

　
 制

度
の
利
用
実
績
時
点
か
ら
制
度
内
容
に
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
新
旧
対
照
表
等
、
利
用
時
点
の
制
度
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
を
あ
わ
せ
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
制
度
の
利
用
実
績
は
、
す
べ
て
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
年
度
か
ら
過
去
３
年
度
の
な
か
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
（
令
和
３
年
度
の
実
績
確
認
対
象
期
間
：
2
0
1
8
年

4
月

1
日
～

2
0
2
1
年

3
月
末
日
。
都
内
勤
務
者
１
名
分
で
可
）

※
制
度
は
「
確
認
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
ほ
か
、
審
査
時
に
は
手
続
き
等
に
つ
い
て
も
法
定
通
り
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。

(*
)必

要
に
応
じ
て
、
休
業
・
休
暇
申
請
書
及
び
出
勤
簿
の
両
方
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

育
児

と
仕

事
の

両
立

支
援

実
績
確
認
書
類
等

育
児
休
業

【
法
定
の
制
度
】

・
子
が
１
歳
ま
で
取
得
で
き
る

・
両
親
と
も
に
取
得
す
る
場
合
、
１
歳
２
か
月
ま
で
最
長
１
年
間
取
得
で
き
る
（
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ

ラ
ス
）

・
保
育
所
等
に
落
選
し
た
場
合
、
子
が
１
歳
か
ら
１
歳
６
か
月
ま
で
の
間
も
育
児
休
業
を
取
得
で
き

る ・
保
育
所
等
に
落
選
し
た
場
合
、
子
が
１
歳
６
か
月
か
ら
２
歳
ま
で
の
間
も
育
児
休
業
を
取
得
で
き

る ・
開
始
日
の
繰
上
げ
変
更
、
終
了
日
の
繰
下
げ
変
更
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る

子
育
て
関
係

の
休
暇

柔
軟
な
働
き

方
の
制
度

相
談
窓
口
・

研
修

種
別

要
件

制
度
の
概
要

【
法
定
の
制
度

】
・
未
就
学
児
を
養
育
す
る
従
業
員
は
１
年
間
に
５
日
（
子
が
２
人
以
上
の
場
合
は

1
0
日
）
、
時
間
単

位
で
取
得
で
き
る

提
出
書
類
記
入
例
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別
紙
　
制
度
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

制
度
の
整
備
状
況

制
度
の
利
用
状
況

【
制
度
】
確
認
の
ポ
イ
ン
ト

【
実
績
】
確
認
の
ポ
イ
ン
ト

（
中
小
企
業
）
法
定
通
り
に
介
護
休
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
介
護
休
業
が

9
4
日
以
上
取
得
で
き
る
制
度
が
あ

る

（
中
小
企
業
）
介
護
休
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
介
護
休
業
が

9
4
日
以
上
取
得
で
き
る
制
度
が
あ

る
（
中
小
企
業
・
大
企
業
）
介
護
休
業
取
得
者
が
い
る

休
業
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

（
中
小
企
業
）
法
定
通
り
に
介
護
休
業
が
３
分
割
に
で
き
る
旨

が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
介
護
休
業
が
４
分
割
以
上
に
で
き
る
旨
が
定
め
ら

れ
て
い
る

（
中
小
企
業
）
介
護
休
業
が
法
定
通
り
に
、
３
分
割
に
で
き
る

旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
介
護
休
業
が
４
分
割
以
上
に
で
き
る
旨
が

定
め
ら

れ
て
い
る

（
中
小
企
業
・
大
企
業
）
介
護
休
業
取
得
者
が
い
る

休
業
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

（
中
小
企
業
）
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
法
定
通
り
に
対
象
と
な

る
家
族
が
１
人
の
場
合
は
５
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合
は

1
0
日
以
上
）
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
家
族
が
１
人

の
場
合
は
６
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合
は

1
1
日
以
上
）
と
定

め
ら
れ
て
い
る

（
大
企
業
）

・
１
人
の
場
合
に
６
日
以
上
、
か
つ
、
２
人
以
上
の
場
合
に
1
1

日
以
上
が
条
件
（
片
方
だ
け
日
数
が
増
え
て
い
て
も
不
可
）

・
１
人
の
場
合
に
６
日
以
上
（
２
人
以
上
の
場
合

1
1
日
以
上
）

の
場
合
、
法
定
日
数
を
超
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
中

抜
け
不
可
で
も
よ
い

（
中
小
企
業
・
大
企
業
）
介
護
休
暇
取
得
者
が
い
る

（
中
小
企
業
）
介
護

休
暇
に
つ
い
て
、
法
定
通
り
に
時
間
単
位

で
分
割
し
て
取
得
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
大
企
業
）
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
時
間
単
位
で
分
割
し
て
取

得
が
で
き
、
か
つ
、
中
抜
け
可
能
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

法
定
日
数
分
が
分
割
可
と
し
て
い
れ
ば
よ
い

（
５
日
、

1
0
日
を
超
え
る
部
分
は
問
わ
な
い
）

（
中
小
企
業
）
介
護

休
暇
に
つ
い
て
、
下
記
の
単
位
で
の

介
護
休
暇
取
得
者
が
い
る

(*
)

*
令
和

2
年

1
2
月
末
日
ま
で
の
場
合
：
半
日
単
位

*
令
和

3
年

1
月
以
降
の
場
合
：
時
間
単
位

（
大
企
業
）
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
下
記
の
単
位
で
の

介
護

休
暇
取
得
者
が
い
る

(*
)

*
令
和

2
年

1
2
月
末
日
ま
で
の
場
合
：
時
間
単
位

*
令
和

3
年

1
月
以
降
の
場
合
：
時
間
単
位
（
中
抜
け
）

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

介
護
休
暇
が
有
給
で
あ
る

介
護
休
暇
が
有
給
の
制
度
が
あ
る

法
定
日
数
分
の
全
期
間
に
つ
い
て
有
給
で
あ
る

（
５
日
、
１
０
日
を
超
え
る
部
分
は
問
わ
な
い
）

介
護
休
暇
取
得
者
が
い
る

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

賃
金
台
帳

介
護
休
暇
以
外
で
、
介
護
に
関
す
る
目
的
で
利
用
で
き
る
休

暇
制
度
が
あ
る

介
護
休
暇
以
外
で
、
介
護
に
関
す
る
目
的
で
使
え
る
休
暇
制
度
が
あ
る

（
例

　
介

護
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休

暇
　
等

）
介
護
休
暇
以
外
で
、
介
護
に
関
す
る
目
的
で
使
え
る
休
暇
制

度
が
あ
る

休
暇
取
得
者
が
い
る

休
暇

申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

介
護
を
す
る
従
業
員
が
利
用
で
き
る
短
時
間
勤
務
制
度
が
あ

る
「
介
護
休
業
と
は
別
に
」
３
年
間
で
２
回
以
上
の
利
用
が
で
き

る
制
度
か
ど
う
か
を
確
認

介
護
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

申
請
書

又
は

出
勤
簿

（
時

間
表

記
の

あ
る
も
の

）
又

は
勤
務
割
り
振
り
表

介
護
を
す
る
従
業
員
が
利
用
で
き
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

又
は
時
差
出
勤
制
度
が
あ
る

介
護
を
す
る
従
業
員
が
利
用
可
能
な
制
度
で
あ
れ
ば
、
「
介

護
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
可
（
利
用
を
希
望
す
る
者

等
）
。
（
業
務
都
合
や
業
務
効
率
化
等
会
社
都
合
の
み
規
定

さ
れ
介
護
を
す
る
従
業
員
が
利
用
可
能
と
確
認
で
き
な
い
場

合
は
不
可
）

介
護
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

出
勤
簿
（
時
間
表
記
の
あ
る
も
の
）

勤
務
日
の
出
退
勤
時
間
が
わ
か
る
も
の

介
護
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る
制
度
が
あ
る

介
護
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る
制
度
が
あ
る
（
金
額
上
限
を

設
け
て
も
可
。
社
外
福
利
厚
生
の
法
人
会
員
制
度
も
可
）

介
護
費
用
支
援
制
度
の
利
用
者
が
い
る

制
度
利
用
申
請
書

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
法
人
契
約
の
契
約

書
、
領
収
書
等

介
護
を
す
る
従
業
員
が
利
用
で
き
る
テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
が
あ

る
テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
：
在
宅
勤
務
制
度
、
モ
バ
イ
ル
ワ
ー
ク
、
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
等
の
制
度
を
指
し
ま

す
。
各
制
度
の
詳
細
は
募
集
要
項
の
制
度
内
容
参
照

在
宅
、
モ
バ
イ
ル
、
サ
テ
ラ
イ
ト
等
の
い
ず
れ
か
（
介
護
を
す

る
従
業
員
が
使
え
る
も
の
）
が
あ
れ
ば
可

介
護
中
の
従
業
員
が
制
度
を
利
用
し
て
い
る

出
勤
簿
（
時
間
表
記
の
あ
る
も
の
）

勤
務
日
の
出
退
勤
時
間
が
わ
か
る
も
の

機
器
類
の
貸
与
等
に
関
す
る
書
類

テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
適
用
の
事
実
が
わ
か
る
も
の

相
談
員
又
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
あ
る

相
談
員
又
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
あ
る

相
談
員
又
は
相
談
窓
口
の
制
度
が
あ
る
（
就
業
規
則
等
に

規
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
可
）

相
談
員
も
し
く
は
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
お
り
、
通
知
文
・
イ
ン

ト
ラ
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
従
業
員
へ
周
知
し
て
い
る

相
談
員
も
し
く
は
相
談
窓
口
の
設
置
が
確
認
で
き

る
も
の
（
周
知
文
書
、
社
内
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
画
面

等
）

介
護
と
の
両
立
に
関
す
る
管
理
職
に
対
す
る
研
修
を
行
っ
て

い
る

介
護
と
の
両
立
に
関
す
る
管
理
職
研
修
を
行
っ
て
い
る

研
修
実
施
計
画
が
あ
る

管
理
職
を
対
象
と
し
て
、
介
護
と
の
両
立
に
関
し
て
理
解
を
深

め
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る

実
施
済
み
の
管
理
職
研
修
の
通
知
文
ま
た
は
研

修
資
料
（
対
象
者
・
開
催
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も

の
）

介
護
と
の
両
立
に
関
す
る
社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

介
護
と
の
両
立
に
関
す
る
社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

社
内
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る

※
現
地
調
査
の
時
点
で
引
き
続
き
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
ま
す

周
知
し
た
事
実
を
確
認
で
き
る
も
の
（
周
知
文
書
、

社
内
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
画
面
等
）

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
等
、
介
護
全
般
に
関
す
る
会
社
独
自
の
普
及

啓
発
資
料
を
作
成
し
て
い
る

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
等
、
介
護
全
般
に
関
す
る
会
社
独
自
の
普
及
啓
発
資
料
を
作
成
し
て
い
る

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
等
、
介
護
全
般
に
関
す
る
会
社
独
自
の
普
及

啓
発
資
料
を
作
成
し
て
い
る

作
成
し
た
資
料

※
制
度
の
確
認
は
、
申
請
時
に
施
行
さ
れ
て
い
る
最
新
の
就
業
規
則
・
育
児
介
護
規
程
等
で
行
い
ま
す
。

　
 制

度
の
利
用
実
績
時
点
か
ら
制
度
内
容
に
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
新
旧
対
照
表
等
、
利
用
時
点
の
制
度
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
を
あ
わ
せ
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
制
度
の
利
用
実
績
は
、
す
べ
て
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
年
度
か
ら
過
去
３
年
度
の
な
か
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
（
令
和
３
年
度
の
実
績
確
認
対
象
期
間
：
2
0
1
8
年

4
月

1
日
～

2
0
2
1
年

3
月
末
日
。
都
内
勤
務
者
１
名
分
で
可
）

※
制
度
は
「
確
認
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
ほ
か
、
審
査
時
に
は
手
続
き
等
に
つ
い
て
も
法
定
通
り
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。

(*
)必

要
に
応
じ
て
、
休
業
・
休
暇
申
請
書
及
び
出
勤
簿
の
両
方
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

介
護

と
仕

事
の

両
立

支
援

種
別

制
度

制
度
の
概
要

実
績
確
認
書
類
等

介
護
休
業

【
法
定
の
制
度
】

介
護
を
必
要
と
す
る
家
族
１
人
に
つ
き
、
通
算
9
3
日
ま
で
の
範
囲
内
で
３
回
を
上
限
と
し
て
介
護
休

業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

介
護
の
た
め

の
休
暇

柔
軟
な
働
き

方
の
制
度

【
法
定
の
制
度
】

・
短
時
間
勤
務
制
度
、
時
差
出
勤
制
度
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
、
費
用
助
成
制
度
の
い
ず
れ
か

（
就
業
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
）
に
つ
い
て
、
介
護
休
業
と
は
別
に
、
３
年
の
間
で
２
回
以
上

の
利
用
が
可
能
（
選
択
的
措
置
義
務
）

【
制
度
説
明
】

①
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
：
従
業
員
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
委
ね
る
制
度

②
時
差
出
勤
制
度
：
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
を
繰
上
げ
ま
た
は
繰
下
げ
る
制
度

相
談
窓
口
・

研
修

【
法
定
の
制
度
】

・
要
介
護
者
を
介
護
す
る
従
業
員
は
１
年
間
に
５
日
（
介
護
対
象
者
が
２
人
以
上
の
場
合
は

1
0

日
）
、
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る

休
暇
申
請
書
又
は
出
勤
簿
（
*
）

提
出
書
類
記
入
例
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